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映
画
「
女
は
み
ん
な
生
き

て
い
る
」
上
映
会

　

鹿
屋
市
男
女
共
同
参
画
公
開

講
座
開
催
に
併
せ
て
、
男
女
共

同
参
画
社
会
へ
の
理
解
を
深
め

て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
映
画

上
映
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
の
映
画
は
、
全
く
違
う
境

遇
の
二
人
が
繰
り
広
げ
る
、
笑

い
あ
り
涙
あ
り
の
痛
快
人
生
ロ

マ
ン
で
、
観
る
人
す
べ
て
を
元

気
に
す
る
フ
ラ
ン
ス
映
画
で
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
７
月
28
日
（
土
）

　

15
時
20
分
〜
17
時

● 

場
所
＝
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

フ
リ
ー
ル
ー
ム

●
入
場
料
＝
無
料

●
定
員
＝
70
人

※
託
児
を
行
い
ま
す
。

● 

申
込
方
法
＝
は
が
き
又
は
Ｆ

Ａ
Ｘ
で
、
住
所
・
氏
名
・
人

数
・
託
児
の
有
無
を
記
入
し

て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

〒
８
９
３
─０
０
０
５

　

鹿
屋
市
共
栄
町
17
─23

　

シ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
事
務
局

　

 

☎･

℻  
０
９
９
４
─44
─３
１
８
０

ハ
ン
ド
ク
ラ
フ
ト
体
験

参
加
者
及
び
浴
衣
着
付

け
講
座
受
講
生
を
募
集

夏
休
み
ハ
ン
ド
ク
ラ
フ
ト
体
験

参
加
者
を
募
集

　

夏
休
み
ハ
ン
ド
ク
ラ
フ
ト
体

験
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

● 

内
容
＝
ク
レ
イ
ア
ー
ト
（
粘

土
）
・
七
宝
焼
・
押
し
花
・

布
遊
び

● 
日
時
＝
７
月
28
日
（
土
）
10

時
〜
12
時
、
14
時
〜
16
時
・

29
日
（
日
）
10
時
〜
12
時
、

14
時
〜
16
時

● 

場
所
＝
リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や

２
階
ア
ト
リ
エ
（
工
芸
）

●
定
員
＝
各
20
人

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

●
参
加
料
＝
５
０
０
円

●
対
象
者
＝
小
学
生
以
上

※
親
子
で
も
参
加
可
能
で
す
。

● 

申
込
期
限
＝
７
月
20
日（
金
）

● 

申
込
方
法
＝
電
話
で
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

浴
衣
着
付
け
講
座
受
講
生
を
募

集
　

夏
を
彩
る
浴
衣
の
着
付
け
を

学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

● 

日
時
＝
７
月
14
日
（
土
）
〜

15
日
（
日
）

　

午
後
の
部
＝
13
時
〜
15
時

　

④
18
時
30
分
〜

● 

場
所
＝
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

リ
ナ
シ
ア
タ
ー

●
入
場
料

○
高
校
生
以
上

　
　
　
　

＝
１
，
０
０
０
円

○
中
学
生
以
下
＝
８
０
０
円

※ 

上
映
時
間
、
入
場
料
は
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

鹿
屋
市
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

　

㈱
ま
ち
づ
く
り
鹿
屋

　

 

☎
０
９
９
４
─35
─１
０
０
１

健
康
増
進
課
の
お
知
ら
せ

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　

こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
や
こ

こ
ろ
の
病
気
に
つ
い
て
心
配
し

て
い
る
人
を
対
象
に
相
談
員
や

保
健
師
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

電
話
で
の
相
談
も
で
き
ま
す
。

　

夜
間
の
部
＝
19
時
〜
21
時

● 

場
所
＝
リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や

２
階
和
室

● 

定
員
＝
午
後
の
部
・
夜
間
の

部
各
20
人

●
受
講
料
＝
５
０
０
円

● 

持
参
品
＝
浴
衣
・
半
幅
帯

（
浴
衣
帯
）
・
肌
じ
ゅ
ば

ん
・
す
そ
よ
け
・
腰
ひ
も

（
ゴ
ム
ベ
ル
ト
）
２
本
・
伊

達
巻
・
前
板
・
え
り
芯

● 

申
込
期
限
＝
７
月
10
日（
火
）

● 

申
込
方
法
＝
電
話
で
お
申
込

み
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

芸
術
文
化
学
習
プ
ラ
ザ

　

 

☎
０
９
９
４
─35
─１
０
０
４

四
元
真
弓
・
佐
藤
徳
子
里
帰
り

コ
ン
サ
ー
ト

●
日
時
＝
７
月
16
日
（
月･

祝
）

　

14
時
〜

●
入
場
料
＝
無
料

● 

場
所
＝
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ル

 
映
画
「
武
士
の
一
分
」

● 

上
映
期
間
＝
７
月
６
日（
金
）

　

ま
で

●
上
映
時
間
（
１
２
１
分
）

　

①
10
時
30
分
〜　

②
13
時
〜

　

③
15
時
30
分
〜

● 

日
時
＝
７
月
20
日
（
金
）
９

時
〜
11
時
30
分
・
13
時
〜
14

時
30
分

● 

場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン

タ
ー

一
般
健
康
相
談
日

　

自
分
や
家
族
の
健
康
に
関
す

る
こ
と
で
不
安
な
こ
と
・
知
り

た
い
こ
と
が
あ
る
人
、
ま
た
話

を
聞
い
て
も
ら
い
た
い
人
は
保

健
師
・
栄
養
士
等
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。

●
日
時
＝
７
月
20
日
（
金
）

　

 

一
般
健
康
相
談
＝
９
時
〜
11

時
30
分
・
13
時
〜
14
時
30
分

　

 

糖
尿
病
相
談
＝
13
時
〜
14
時

30
分

● 

場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン

タ
ー

● 

内
容
＝
栄
養
・
運
動
・
休

養
・
歯
科
に
関
す
る
健
康
相

談
、
血
圧
測
定
・
尿
検
査

【
問
い
合
わ
せ
】　

　

市
健
康
増
進
課

　

 

☎
０
９
９
４
─41
─２
１
１
０

市
児
童
セ
ン
タ
ー
の
お
知

ら
せ

児
童
向
け
の
映
画
を
上
映

　

童
話
や
物
語
な
ど
、
児
童
向

け
の
映
画
を
無
料
で
上
映
し
ま

す
。

● 

日
時
＝
７
月
21
日
（
土
）

　

10
時
〜
正
午

● 

対
象
者
＝
小
学
生
、
幼
児
と

そ
の
保
護
者

子
育
て
相
談
会

　

子
育
て
に
つ
い
て
悩
み
を

持
っ
て
い
る
人
、
子
育
て
を
楽

し
ん
で
や
っ
て
い
る
人
な
ど
、

み
ん
な
で
集
ま
っ
て
情
報
交
換

を
し
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
が
個
別
で
相
談
に
応

じ
ま
す
。

● 

日
時
＝
７
月
18
日
（
水
）

　

10
時
〜
正
午

※ 

相
談
者
は
、
予
約
が
必
要
で

す
の
で
、
事
前
に
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
児
童
セ
ン
タ
ー

　

（
西
原
台
小
学
校
近
く
）

　

 

☎
０
９
９
４
─44
─９
８
２
５

リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や

の
イ
ベ
ン
ト

健　

康

子
育
て

厚生労働省・社会保険庁からのお知らせ

◆基礎年金番号にまだ統合されていない年金記録も、大切に保管しています。
　○ 平成９年の基礎年金番号の導入以前には、転職や転居等により、お一人が複数の年金番号を持つ場合
も生じていましたが、一人１番号の基礎年金番号を用いて、年金記録の確認を簡易・迅速に行えるよ
うにしました。

　○ これまで、記録を結びつけるための照会を全被保険者に行い、また、年金の請求時にもご本人に確認
してきましたが、まだ約 5,000 万件（平成 18年６月）の記録が、基礎年金番号に結びつけられてい
ません。この未統合の記録は大切に保管されていますが、そのままでは年金支給に結びつかなくなる
おそれがあります。

◆年金問題への新対応策を進めます。
　○ 被保険者・年金受給者の皆様には、基礎年金番号に結びつけられている加入履歴を、順次送付します。
疑問があれば、お問い合わせください。

　○ 約 5,000 万件の記録を、被保険者・年金受給者の記録と突き合わせ、未統合の記録がある可能性のあ
る場合には、本人にお知らせします。

　○ 社会保険庁や市町村に記録がない場合には、領収書等の証拠がなくても、銀行通帳の出金記録、元雇
用主の証言などを根拠として、第三者委員会で判断してもらう仕組みを作ります。

　○ ５年の時効を超えた場合でも、全額をお支払いできるようにする特別立法が国会に提出されています。

このたびの年金記録をめぐる問題については、大変ご心配をおかけして
おりますことを、心よりお詫び申し上げます。

あなたの年金記録をもう一度チェックさせてください
～被保険者・年金受給者の皆様へ～

■社会保険事務所の専用窓口にお問い合わせ下さい。
■電話でのお問い合わせは「ねんきんダイヤル」
　☎ 0570-05-1165
　フリーダイヤル 0120-657830
■インターネットで ID・パスワード方式による年金加入履歴の取得ができます。
　ぜひ、ご利用ください。（http://www.sia.go.jp）

お客様からのお問い合わせには真
し ん し

摯に対応します。

【問い合わせ】　鹿屋社会保険事務所　☎ 0994-42-5123


